
 
松戸市特定建設工事共同企業体取扱要綱  

 
平成１０年３月３１日  

松戸市訓令甲第９号  
全部改正  

 
（趣旨）  

第１条  この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の

取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。  
 
（定義）  

第２条  この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、市が発注する建

設工事のうち、大規模かつ技術的難度の高い建設工事を共同請負方式により

請け負うために建設業者の間で結成される団体をいう。  
 
（対象工事）  

第３条 特定建設工事共同企業体に発注することができる建設工事 (以下「対象

工事」という。 )は、次の各号に掲げるものとする。  
（１）設計金額３億円以上の土木・建築工事  
（２）設計金額２億円以上の土木・建築工事以外の工事  

２  前項の規定にかかわらず、対象工事のうち工事内容等により特定建設工事  
共同企業体に発注することを要しない工事であると市長が認めるときは、当  
該工事の発注を単独企業による入札又は特定建設工事共同企業体及び単独企  
業との混合による入札により行うことができるものとする。  

 
（構成員の要件）  

第４条  特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件のいずれ

にも該当する者でなければならない。  
（１）松戸市入札参加業者資格審査基準（昭和５５年松戸市訓令甲第９号）

第９条の資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載され、かつ、

対象工事に係る工事の種別の格付が最上位等級の者  
 （２）対象工事に対応する許可業種について、許可を受けて３年以上の営業

実績がある者  
（３）対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の

実績を有し、かつ、対象工事と同種の工事を施工した経験がある者  
（４）対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する

主任技術者を専任で配置できる者  
（５）対象工事について他の特定建設工事共同企業体の構成員でない者  

 
 



（構成員数）  
第５条  特定建設工事共同企業体の構成員数は、２社とする。ただし、設計金

額が第３条各号に掲げる設計金額のおおむね２倍以上の工事については、２

社ないし３社とする。  
 
（構成員の組合せ）  

第６条  特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、次の各号に掲げる工事

の区分に応じ、当該各号に定める者によるものとする。  
（１）対象工事のうち、市長が市内に主たる事業所を有する建設業者をもっ

て施工可能であると認める工事  市内に主たる事業所を有する建設業者

同士  
（２）対象工事のうち、市長が市内に主たる事業所を有する建設業者のみで

は施工できないと認める工事  市内に主たる事業所を有する建設業者及

び市内に主たる事業所を有する建設業者以外の建設業者又は市内に主た

る事業所を有する建設業者以外の建設業者同士  
 
（結成方法）  

第７条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。  
 
（運営形態）  

第８条  特定建設工事共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事

を施工する共同施工方式でなければならないものとする。  
 

(代表者 ) 
第９条 特定建設工事共同企業体の代表者（以下「代表者」という。）は、構成

員のうち原則として建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３

に定める経営事項審査に基づく総合数値の上位の者とする。ただし、市長が

特に必要があると認める場合は、この限りでない。  
 
（出資比率）  

第１０条   構成員のうち最小の出資者の出資比率は、次の表の構成員数の区

分に応じ同表の右欄に定める割合以上とする。  
構成員数  出資比率  

２社  ３０パーセント  
３社  ２０パーセント  

 
（資格審査会）  

第１１条  市長は、対象工事を特定建設工事共同企業体に発注しようとすると

きは、あらかじめ松戸市建設工事等入札参加業者資格審査会（以下「資格審

査会」という。）に次の事項について意見を聞くものとする。  



（１）特定建設工事共同企業体発注の適否  
（２）構成員数  
（３）代表者及び構成員の技術的要件等  

 
（契約方法）  

第１２条  市長は、特定建設工事共同企業体と契約を締結しようとするときは、

競争入札の方法によるものとする。  
２  市長は、既に施工中の対象工事に関連する工事であって、かつ、当該対象

工事を施工中の特定建設工事共同企業体が請け負うことが適当であると認め

られる工事（以下「関連工事」という。）を発注しようとするときは、前項の

規定にかかわらず、随意契約の方法により当該特定建設工事共同企業体と契

約を締結することができる。  
 
（入札参加資格審査申請など）  

第１３条  市長は、特定建設工事共同企業体に対象工事を発注しようとすると

きは、あらかじめその旨及び次の各号に掲げる事項を公表するものとする。  
（１）特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名  
（２）工事場所  
（３）工事概要  
（４）特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付

場所  
（５）特定建設工事共同企業体の構成員数、組合せ、出資比率、代表者及び

構成員の技術的要件等  
（６）その他必要と認められる事項  

２  特定建設工事共同企業体として松戸市特定建設工事共同企業体入札参加資

格審査を申請しようとする者については、松戸市特定建設工事共同企業体入

札参加資格審査申請書 (第1号様式 )に協定書を添えて、申請をさせるものとす

る。  
 
（入札参加資格審査）  

第１４条  市長は、前条第２項の申請があったときは、速やかに資格審査会の

審査を経るものとし、その審査結果を特定建設工事共同企業体入札参加資格

審査結果通知書（第２号様式）により代表者に通知するものとする。  
２  前項の審査により適格と認められた者は、資格者名簿に登載された者とみ

なす。  
 
（資格要件の確認及び指名業者の選定）  

第１５条  市長は、第１２条第２項の規定により申請のあった特定建設工事共

同企業体の一般競争入札に係る資格要件の審査又は指名競争入札に係る指名

業者の選定に当たっては、それぞれ松戸市一般競争入札参加業者資格審査会



又は松戸市建設工事等指名業者選定審査会の審査を経て決定するものとする。 
 
（解散の時期）  

第１６条  市と契約を締結した特定建設工事共同企業体は、当該工事（関連工

事を含む。以下同じ。）の完成後 3月を経過した日までは解散することができ

ない。  
２  当該建設工事を請け負うことができなかった特定建設工事共同企業体は、

当該建設工事に係る請負契約が締結された日をもって解散するものとする。  
 
（契約不適合責任）  

第１７条  市長は、発注した対象工事の完成後において、引き渡された工事目

的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、前

条第1項の規定にかかわらず、当該対象工事を施工した特定建設工事共同企業

体の構成員に連帯して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を

請求することができる。  
 
（編成表の提出）  

第１８条  市長は、特定建設工事共同企業体の代表者をして、契約を締結した

日から７日以内に当該特定建設工事共同企業体の工事の施工に係る組織の編

成表を提出させるものとする。  
 
（共同施工の確保）  

第１９条  市長は、特定建設工事共同企業体から提出された協定書及び編成表

に基づき、構成員による共同施工が行われているかどうか、随時調査を行う

ものとする。  
２  前項の場合において、共同施工が行われていないと認められるときは、速

やかに是正するよう指示をするものとする。  
３  市長は、特定建設工事共同企業体が前項の指示に従わないときは、指名停

止その他必要な措置を講ずるものとする。  
 
（特定建設工事共同企業体に対する通知等）  

第２０条  市長は、特定建設工事共同企業体に対する通知、契約に基づく工事

の監督、請負代金の支払等の行為は、すべて代表者に対して行うものとする。  
 
（補則）  

第２１条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  
 

附  則  
（施行期日）  

１  この訓令甲は、平成１０年４月１日から施行する。  



(松戸市建設工事指名共同企業体選定基準の廃止 ) 
２  松戸市建設工事指名共同企業体選定基準（昭和５７年５月１４日松戸市訓

令甲第１２号）は、廃止する。  
 

附  則（平成２０年９月３０日松戸市訓令甲第６号抄）  
 （施行期日）  
１  この訓令甲は、平成２０年１０月１日から施行する。ただし、第９条の改

正規定、附則第３項の規定（第２条第３項の改正規定に限る。）及び附則第

５項の規定は、平成２１年６月１日から施行する。  
 

附  則（平成２５年３月２９日松戸市訓令甲第４号）  
この訓令甲は、平成２５年４月１日から施行する。  
 

附  則（平成２７年３月３０日松戸市訓令甲第２号）  
この訓令甲は、平成２７年４月１日から施行する  
 

附  則（令和２年３月６日松戸市訓令甲第２号）  
この訓令甲は、令和２年４月１日から施行する  



第1号様式  
(用紙規格JIS A4) 

  松戸市特定建設工事共同企業体入札参

加資格審査申請書  
  

年   月   日  
 
 (あて先 )松戸市長  
 
  共同企業体の名称           特定建設工事共同企業体  

  構成員  
(代表者 ) 

住所  
商号又は名称  
代表者氏名  

 
印  

構成員  住所  
商号又は名称  
代表者氏名  

 
印  

 このたび、下記工事の共同請負による競争入札に参加するため、特定建設工

事共同企業体を結成したので、協定書を添えて入札参加資格の審査を申請しま

す。  
 なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないこと

を誓約します。  
記  

 
1 工事名  
 
  
2 工事場所  

 
 
 



第2号様式  
(用紙規格JIS A4) 

 
年   月   日  

  特定建設工事共同企業体

入札参加資格審査結果通

知書  

  

         様  
 
  

松戸市長           
 
  

    年   月   日付け申請のあった特定建設工事共同企業体入札参加

資格審査申請については、審査の結果適格と認められましたので通知します。  
 

記  
1 工事名  
 
  
2 工事場所  

 
 
 


